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２監査公表第３号 

 令和２年２月３日に福岡市長から行政監査の結果に関する報告に添えて提出する意見に

対する市の見解について通知を受けたので，次のとおり公表する。 

  令和２年３月５日 

福岡市監査委員  平 畑 雅 博     

同          松 野   隆     

同        谷 山   昭     

同        篠 原   俊     

 

１ 監査報告と監査の結果に関する報告に添えて提出する意見の件数 

元監査公表第３号（令和元年７月４日付 福岡市公報第 6594 号公表） 

(ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の設置及び管理等について)      ・・・８件 

２ 市の見解の内容 

  以下のとおり 

（行政監査） 

（監査の結果に関する報告に添えて提出する意見） 

１ 設置に関する基準の作成の検討 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

市有施設にＡＥＤを設置するにあたって

は，当該設置施設の利用状況等も勘案しつ

つ，効果的かつ効率的に設置することが望

ましいが，本市におけるＡＥＤの設置につ

いては，施設所管課が設置の必要性を個別

に判断しており，全庁的に統一した設置に

関する基準が定められていない。 

そのため，保健福祉局におかれては，施

設所管課が判断しやすいように，ガイドラ

インを踏まえ，より具体的な目安となるＡ

ＥＤの設置に関する基準の作成を検討され

たい。 

また，ＡＥＤの設置の効果を確認するた

めにも使用実績の把握に努められたい。 

（保健福祉局地域医療課） 

 市有施設のＡＥＤについて，「ＡＥＤの

適正配置に関するガイドライン」に基づく

適切な設置のため，各所属長に対しガイド

ラインの周知及び適切な管理等を依頼す

る旨通知した。 

設置に関する基準及び使用実績の把握

については，市有施設におけるＡＥＤの設

置にかかる考え方等について整理するな

かで検討していく。 

 

２ 調達方法の見直し 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 
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ＡＥＤの調達にあたっては，できる限り

経済的な方法で行うことが望ましい。 

調査において，本市で契約しているＡＥ

Ｄの購入及びリースの契約金額を比較した

ところ，購入及びリースのいずれの契約形

態においても，１台ずつ単独で契約するよ

りも複数台を一括で契約した方が明らかに

低額で調達できていた。一括して契約する

ことで，契約額が低減できることから，可

能な限り集約して一括契約するなど調達方

法の見直しを検討されたい。 

（保健福祉局地域医療課） 

 ＡＥＤの調達方法の見直しについては，

市有施設におけるＡＥＤの設置にかかる

考え方等を整理するなかで，効率的，経済

的な調達について検討していく。 

 

３ 管理状況について 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

（１）設置場所の工夫 

ＡＥＤの設置場所については，平成

18年５月 29日保健福祉局長通知｢自動

体外式除細動器(ＡＥＤ)の設置及び管

理について｣(以下，｢平成 18 年本市通

知｣という。)及びガイドラインにおい

て設置場所の基準が示されている。 

調査結果では，緊急時に迅速に対応

できる場所に設置している施設が多

く，大きな問題は認められなかったが，

ガイドラインで示されている心停止の

リスクがある場所や誰もがアクセスで

きる場所という視点を考慮すると工夫

を要する事例も一部見受けられた。 

また，学校は児童，生徒を対象とす

るだけでなく，地域住民も利用する施

設であるが，夜間や休日等の施設開放

時にＡＥＤを使用できない学校が約６

割あり，設置場所の選定に配慮が必要

である。 

設置場所の選定に際しては，ガイド

ラインの基準を踏まえた上で，施設の

 市有施設に設置されているＡＥＤにつ

いて，「ＡＥＤの適正配置に関するガイド

ライン」に基づく適切な配置のため，各所

属長に対しガイドラインの周知及び適切

な管理等を依頼する旨通知した。 

施設内における設置場所の工夫につい

ては，引き続き施設所管課に対して厚生労

働省の通知等の周知を図る等取り組んで

いく。 
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特性に応じた適切な設置場所となるよ

う工夫されたい。 

（保健福祉局地域医療課） 

（２）効果的な表示の設置 

平成 18年本市通知では，ＡＥＤ設置

個所及び建物の玄関又は玄関付近にＡ

ＥＤを設置している旨の表示をし，市

民に周知することとなっているが，平

成 25年のガイドラインでは，本市通知

にはない施設案内図へのＡＥＤ配置図

の表示などによりＡＥＤ配置場所を周

知することが示され，さらに，平成 27

年８月 25 日厚生労働省医政局長通知 

｢自動体外式除細動器(ＡＥＤ)設置登

録情報の有効活用について｣において

は，ＡＥＤが必要な時にＡＥＤを設置

している場所にたどり着けるよう誘導

表示を充実させることが求められてい

る。 

調査結果では，｢入口表示｣及び｢ＡＥ

Ｄ設置場所の表示｣は約８割で設置さ

れていた一方で，誘導表示については，

約９割で設置されていなかった。 

緊急時に速やかに正確なＡＥＤの設

置場所を認識してもらうため，施設の

規模及び特徴を踏まえ，誘導表示を含

めた効果的な表示の設置に努められた

い。 

（保健福祉局地域医療課） 

 市有施設に設置されているＡＥＤにつ

いて，「ＡＥＤの適正配置に関するガイド

ライン」に基づく適切な配置のため，各所

属長に対しガイドラインの周知及び適切

な管理等を依頼する旨通知した。 

効果的な表示の設置については，引き続

き施設所管課に対して厚生労働省の通知

等の周知を図る等取り組んでいく。 

 

（３）日常的な点検及び消耗品等の管理の

徹底 

平成 21 年４月 16 日厚生労働省医政

局長・同医薬食品局長通知｢自動体外式

除細動器 (ＡＥＤ)の適切な管理等の

実施について｣では，ＡＥＤの設置者等

はＡＥＤの点検担当者を配置し，日常

 市有施設に設置されているＡＥＤにつ

いて，「ＡＥＤの適正配置に関するガイド

ライン」に基づく適切な管理のため，各所

属長に対しガイドラインの周知及び適切

な管理等を依頼する旨通知した。 

日常的な点検及び消耗品等の管理の徹

底については，引き続き施設所管課に対し
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点検としてＡＥＤ本体のインジケータ

のランプの色や表示を日常的に確認し

記録すること，ＡＥＤ本体又は収納ケ

ース等に電極パッドやバッテリの交 

換時期を記載した表示ラベルを取り付

け，交換時期を日頃から把握すること

とされている。 

調査結果では，点検担当者を配置し

ていた施設は約４割，点検を実施して

いたものは約６割，そのうち毎日点検

を実施していたのは約３割，点検結果

を記録していたのは約３割であった。 

ＡＥＤの設置者等は，点検担当者を

配置し，日常点検を確実に実施すると

ともに，日常点検の結果を適切に記録

されたい。 

また，ＡＥＤ本体や消耗品について

は，ＡＥＤ本体が耐用期間を経過して

いたもの，電極パッドの使用期限が切

れていたもの及び消耗品の管理の表示

ラベルを取り付けていなかったものな

どが一部見受けられたことから，消耗

品の交換時期を把握し，適切に交換を

実施するため，他都市の事例等を参考

に，毎月，ＡＥＤ本体の破損状況や消

耗品の交換時期等を点検するなど，再

発防止に向けて適切な管理を徹底され

たい。 

（保健福祉局地域医療課） 

て厚生労働省の通知等の周知を図る等取

り組んでいく。 

 

４ 指定管理施設への指導の徹底 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

ＡＥＤを設置している指定管理施設につ

いては，市直営施設と同様に，ＡＥＤの設

置・管理等を行う必要がある。 

調査結果では，ＡＥＤを設置している指

定管理施設のうち，基本協定書又は実施協

 指定管理施設に設置されているＡＥＤ

について，「ＡＥＤの適正配置に関するガ

イドライン」に基づく適切な設置，管理等

のため，指定管理施設の所管課に対し，指

定管理者へのガイドラインの周知や指導



 5 

定書の仕様書(以下，｢協定書等｣という。)

の中で，設置，管理及び救命講習の受講に

ついて規定していない施設が約７割あっ

た。また，協定書等の規定の有無にかかわ

らず，ＡＥＤの管理等について市に報告さ

せておらず，管理状況を把握していない施

設が約７割あった。 

指定管理施設の所管課におかれては，協

定書等でＡＥＤの設置，管理，救命講習の

受講について規定するとともに，その実施

状況を把握し，適切に指導されたい。 

（保健福祉局地域医療課） 

について通知した。 

 

５ 救命講習の受講促進 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

ガイドラインでは，ＡＥＤの設置施設関

係者は，より高い頻度でＡＥＤを用いた救

命処置を必要とする現場に遭遇する可能性

があるため，ＡＥＤを含む心肺蘇生の訓練

を定期的に受けておくことが必要であると

され，平成 16 年７月１日厚生労働省医政局

長通知｢非医療従事者による自動体外式除

細動器(ＡＥＤ)の使用について｣において

は，２年から３年の間隔での定期的な再受

講が望ましいとしている。 

調査結果では，施設職員のすべてが過去

に１度も救命講習を受講したことがない施

設が 14施設あり，救命講習を過去３年以内

に受講した施設職員がいない施設は 54 施

設あった。 

施設に設置しているＡＥＤを緊急の際に

有効に活用できるようにするため，各施設

はすべての施設職員が継続的かつ定期的に

救命講習を受講できる機会を確保し，適切

にＡＥＤを使用できる体制を整えられた

い。 

また，保健福祉局及び消防局におかれて

 救命講習の受講促進については，各所属

長に対し，ＡＥＤを緊急の際に有効に活用

できるようにするため，ＡＥＤを設置して

いる所管施設の職員の継続的かつ定期的

な救命講習の受講を促進するよう通知し

た。 

（保健福祉局地域医療課） 

 

救命講習の受講促進については，各局・

区・室長に対し，各所属及び所管施設（指

定管理施設を含む。）の職員の継続的かつ

定期的な救命講習の受講を促進するよう

に依頼した。 

 また，施設職員のすべてが過去に１度も

救命講習を受講したことがない施設につ

いては，監査での調査以降の受講状況を調

査し，個別に職員の受講促進や職員を対象

とした救命講習の開催を依頼した。 

 （消防局救急課） 
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は，施設職員の継続的かつ定期的な救命講

習の受講を促進するよう周知を徹底された

い。 

（保健福祉局地域医療課，消防局救急課） 

６ 正確な情報提供の推進 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

本市では，平成 19 年 11 月に設置場所の

周知等を目的にＡＥＤ設置情報の登録制度

を開始し，同 25年３月には，施設外への持

出に対応できるＡＥＤの登録が開始されて

おり，民間も含めた登録台数は 1,121 台と

なっている。(同 30年３月 31日現在） 

登録状況を確認したところ，登録場所が

旧所在地のままであるなど，情報が正確で

ないものが一部見受けられた。 

登録情報は，本市消防局の災害救急指令

センターにおいて，救急要請の通報者への

応急手当の指導等に役立てられていること

から，施設所管課におかれては，正確な情

報を提供するため，定期的に確認し，適宜

情報を更新されるとともに，保健福祉局に

おかれては，正確な情報提供等について適

切に指導されたい。 

（保健福祉局地域医療課） 

 ＡＥＤ設置施設の所管課に対し，未登録

施設にかかる登録及び，登録施設にかかる

登録内容に変更があった際の連絡を依頼

する旨通知しており，引き続き正確な情報

の提供を求めていく。 

 

 


